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   「府中町における自殺事案に関するタスクフォース」中間取りまとめを踏ま 

えた生徒指導・進路指導の確認について（通知） 

このことについて、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長から、別添写しのとおり依

頼がありましたので通知します。 

ついては、管内の道立学校及び市町村教育委員会に対して周知するとともに、各学校に

おいて、生徒指導・進路指導に当たって適切な対応がなされるよう指導願います。 
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別添 
 

「府中町における自殺事案に関するタスクフォース」中間取りまとめ 

 
 
１．はじめに 

 
○ 平成２７年１２月８日、広島県府中町において、中学３年生の自殺事案が発生した。

前途ある中学生が自ら命を断った、大変痛ましい事案である。 
今後、二度と同様の事案が起こらないよう、設置が予定されている第三者委員会に

おいて、事実の正確な究明と事態の全容解明、課題の徹底した洗い出しを行うことは

必要不可欠である。 
 
○ 一方で、学校関係者自らが認めているように、本事案の背景には、組織的な対応の

欠如、情報管理の不徹底、生徒指導・進路指導上の不適切な対応をはじめ、多岐にわ

たって大きな課題があると言わざるを得ない。 
 
○ こうした状況の中、府中町立緑ヶ丘中学校の生徒とその保護者が、不安を抱えたま

ま新年度を迎えることのないよう、当該中学校は、今回の事案を教訓に、責任ある組

織体制の確立、生徒指導・進路指導の改善等に向けて取り組む必要がある。 
 

 ○ このため、府中町教育委員会においては、当該中学校が、早急に、かつ徹底してこ

うした取組を進めていけるよう、必要な措置を講ずることが強く求められる。 
   また、広島県教育委員会においても、府中町教育委員会及び当該中学校での取組が

着実に行われるよう、指導、助言、援助を行うことが必要であると考える。 
 
２．要改善事項 

   

  今回の事案について、今後は、府中町教育委員会の設置する第三者委員会において、

事実関係の正確な究明と事態の全容解明がなされるとともに、広島県教育委員会、府中

町教育委員会及び府中町立緑ヶ丘中学校が、再発防止に向けて徹底して取り組むことが

必要不可欠であるが、それに先立ち、既に判明している課題や、新学期に向けて早急な

対応が不可欠な取組の方向性について「中間取りまとめ」として以下のとおり示すこと

とする。 

 

（１）学校における要改善事項 

 

① 校長のリーダーシップの下での組織的対応の確立 

○ 今回の事案においては、（ⅰ）「万引き」などの触法行為※１などに対する組織的な確

認、指導の欠如のほか、（ⅱ）校長や、他の教職員に対し指導等を行う立場にある者

（以下「担当主事」という。）の生徒指導推進委員会など校内の重要会議への日常的

な欠席、（ⅲ）「推薦・専願基準」の変更等の重要決定事項に対する校長の主体的な判

断の不足など、校長や担当主事等が一体となった、組織的な対応がとられていないこ

とが課題であると考えられる。 

 
（※１）触法行為とは、刑罰法令に触れる行為だが 14 歳未満のために刑事責任を問われないもの

をいう。 



○ このため、校長をはじめとした管理職、担当主事、教員のそれぞれの責任と役割を

明確にするとともに、それぞれが自覚をもって、相互に連携協力しながら職務を遂行

し、校長のリーダーシップの下で組織的な対応がとられるよう、早急に措置を講ずる

必要がある。 

 

② 情報管理の徹底 

○ 今回の事案においては、（ⅰ）「万引き」が行われた事実について、学校と保護者、

生徒等との間で速やかな確認、事後指導が行われなかったこと、（ⅱ）生徒指導推進

委員会の資料において「万引き」の記録を行う際、個人名が口頭で伝達され、名前が

取り違えられて記録されたこと、（ⅲ）生徒指導推進委員会でミスが発覚し、訂正す

る機会があったにもかかわらず、必要な訂正が行われなかったこと、（ⅳ）生徒指導

推進委員会や教員による進路指導に係る記録の作成、保存などが不適切であったこと

など、情報管理が不徹底であったことが課題であると考えられる。 
 
○ このため、校内の各種会議や生徒指導、進路指導上の重要な指導事項に係る記録に

ついては、速やかに作成、保管するほか、校長をはじめとした管理職及び担当主事等

による記録の正誤等の確認が徹底されるよう、早急に措置を講ずる必要がある。 

 
③ 進路指導の在り方の改善 

○ 今回の事案においては、「万引き」の事実確認や推薦されないこと等の進路指導上

の重要な情報を伝える時期や方法について、十分な配慮や適切な環境の確保がなされ

なかったことなど、不適切な進路指導が行われたことが課題であると考えられる。 

 

○ このため、進路指導上の重要な事項を、いつ・どこで・どのような形で、生徒やそ

の保護者等に対して伝達し、相談するか等についての方針を学校として確立するなど、

進路指導の改善が図られるよう、早急に措置を講ずる必要がある。 

 
④ 進路指導の在り方を踏まえた「推薦・専願基準」の見直し 

○ 進路指導は、生徒の能力・適性等を見極め、生徒が自主的に進路を選択して、自己

実現を図れるようにするために必要な能力・態度を育成することを目的とするもので

あるが、今回の事案においては、生徒の将来に重要な影響を与える進路決定を行うに

際し、１年生時の触法行為のみをもって機械的に判断が行われた※２ことが課題である

と考えられる。 
  
（※２）府中町立緑ヶ丘中学校は、学校で設けている「推薦・専願基準」に係る考え方を平成２７

年１１月に変更し、１年生時の触法行為をもって「推薦・専願」を認めないこととしたとさ

れている。 
 
○ このため、今後「推薦・専願基準」を見直す場合には、進路指導の基本的な考え方

をしっかりと踏まえつつ、当該基準の文言の明確化や適正化を図る必要がある。 
  



⑤ 「推薦・専願基準」の運用プロセスの見直し 

○ 今回の事案においては、（ⅰ）推薦の可否決定の直前の時期（１１月２０日）に、「推

薦・専願基準」の重大な変更が行われたこと、（ⅱ）当該変更に係る説明が保護者や

生徒に対して行われなかったこと、（ⅲ）変更後の「推薦・専願基準」が遡及的に適

用されたことなどが、課題であると考えられる。 
 
○ このため、学校は自らの説明責任を自覚した上で、変更の手続き、時期、周知の方

法、運用の仕方等についてのルールを明確にし、全教職員間で共有できるよう、措置

を講ずる必要がある。 
 
（２）府中町教育委員会における要改善事項 

 

 ① 学校と連携・協力・情報共有を緊密に行う体制の確立 

○ 今回の事案においては、府中町教育委員会が、（ⅰ）町内の学校（府中緑ヶ丘中学

校及び府中中学校）における「推薦・専願基準」の運用状況等や、（ⅱ）不適切な進

路指導の実態など、自ら設置する学校の状況を十分に把握していなかったことが課題

であると考えられる。 

 

○ このため、町教育委員会は、平素から校長や教職員と緊密に連携を取り、各学校の

課題等について常に学校と情報を共有し、必要に応じて速やかに指導を行うことがで

きるよう、体制を構築することが必要である。 
 
② 学校に対する指導、助言、援助を徹底できる体制の確立 

○ 今回の事案においては、上記に掲げたように、組織的な対応の欠如、情報管理の不

徹底、生徒指導・進路指導上の不適切な対応といった諸課題があると考えられる。 
 
○ このため、府中町教育委員会は、今回の事案を教訓に、当該中学校において早急に

改善を要する事項について、着実に取組が進められるよう、教育委員会内に必要な体

制を整備するとともに、改善に向けた工程表の策定など、学校に対する指導、助言、

援助を徹底する必要がある。 

 
 

 
 
文部科学省は、これまで、３月９日に義家文部科学副大臣を緊急に派遣し、教育委員会

や学校への聞き取り、指導を行ったほか、職員を継続的に現地に派遣し、必要な支援を行

ってきた。また、１０日には省内に「府中町における自殺事案に係るタスクフォース」を

設置し、今回の事案についての状況把握や再発防止策等を検討してきたところである。 
今後、文部科学省においても、今回の事案を教訓に、全国的な生徒指導・進路指導の改

善・充実に向け、引き続き取り組んでいくこととする。 
 
 

（以上） 


